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平成２８年１０月１日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の

登記の申請に当たっては，添付書面として，「株主リスト」が必要と

なる場合があります 

（商業登記規則６１条２項・３項，投資法人登記規則３条，特定目的会社登記規則３条） 

  

株主リストの添付が必要となる場合 

株主リストの添付は，次の２つの場合に必要となります。 ※１ 

１登記すべき事項につき株主全員の同意（種類株主全員の同意）を要する場合 
２登記すべき事項につき株主総会の決議（種類株主総会の決議）を要する場合 

※２ 

※１  株式会社のほかに，投資法人，特定目的会社も社員のリストの提出が必要（その他の法人は不要）です。 

※２  登記事項につき，株主総会決議を省略する場合（会社法３１９条１項）にも，株主リストの添付が必要です。 

（下記・法務省 HP より） 

 

 

 

10 月から登記申請時に「株主リスト」が必要な場合も 

経営関連情報 - 2016 年 08 月 22 日 

 

 商業登記規則等の一部を改正する省令（2016 年法務省令第 32 号）が本年 10 月１日から

施行され、これに伴い、株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請をするに当たって

は、一定の場合に、当該会社の株主等の氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等

を記載した書面（通称「株主リスト」）の添付が必要となる場合も出てくることから、法務

省はＨＰ上に記載例等を掲載し、注意を呼びかけている。 

 

 この「株主リスト」の様式は法定されていないが、一定の条件を満たす場合には、法人

税申告書の別表二（「同族会社等の判定に関する明細書」）の写しを添付して作成すること

も可能となっている。株主リストの添付は、(1)登記すべき事項につき株主全員の同意（種

類株主全員の同意）を要する場合、(2)登記すべき事項につき株主総会の決議（種類株主総

会の決議）を要する場合、の２つの場合に必要となる。 
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 株式会社・投資法人・特定目的会社以外の法人は社員のリストの提出は不要だ。また、

登記事項につき、株主総会決議を省略する場合（会社法 319 条１項）にも、株主リストの

添付が必要となる。株主リストには、まず登記すべき事項につき株主全員の同意を要する

場合は、株主全員について(Ａ)株主の氏名又は名称、(Ｂ)住所、(Ｃ)株式数（種類株式発行

会社は、種類株式の種類及び数）、(Ｄ)議決権数を記載し、これを代表者が証明していく。 

 

 登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員について

の株主リストが必要となる。次に、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合に

は、議決権数上位 10 名の株主、議決権割合が２／３に達するまでの株主、のいずれか少な

いほうの株主について、上記の(Ａ)〜(Ｄ)に、(Ｅ)議決権数割合を加えて記載し、これらの

５点を代表者が証明していく。 

 

 登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主について

の株主リストが必要となる。なお、議決権数上位 10 名の株主については、自己株式等の当

該事項につき議決権を行使することができない株式を除くが、株主総会に欠席し、又は議

決権を行使しなかった株主を含む。また、議決権割合が２／３に達するまでの株主は、議

決権割合の多いほうから加算していく必要がある。 

 

法務省ホームページ 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html 

 

 

 

 

 

 

出典：ゼイタックス 

http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=2801&cat_src=biz&enc=utf-8 

 


